
１.財政健全化に向けて

　国民の将来不安を増幅させない

ためには、財政規律を引き締め直

し、改めて歳出、歳入両面からの

強力な改革が求められる。

(1) 消費税率１０％への引き上げ

　　は、財政健全化と社会保障の

　　安定財源確保のために不可欠

　　である。国民の将来不安を解

　　消するために、「社会保障と

　　税の一体改革」の原点に立ち

　　返って、２０１９年１０月の

　　税率引き上げが確実に実施で

　　きるよう、経済環境の整備を

　　進めていくことが重要である。

(2) ２０１８年度の財政健全化中

　　間目標の設定に伴い、歳出面

　　では１８年度までの３年間で

　　政策経費の増加額を１.６兆

　　円程度に抑制する目安を示し

　　た。今回の骨太の方針では、

　　消費税率引き上げ延期で中間

　　目標数字への言及がなかった

　　が、この政策経費の抑制は確

　　実に行うべきである。

(3) 財政健全化は国家的課題であ

　　り、歳出・歳入の一体的改革

　　によって進めることが重要で

　　ある。歳入では、安易に税の

　　自然増収を前提とすることな

　　く、また歳出については、聖

　　域を設けずに分野別の具体的

　　な削減の方策と工程表を明示

　　し、着実に改革を実行するよ

　　う求める。

(4) 国債の信認が揺らいだ場合、

　　金利の急上昇など金融資本市

　　場に多大な影響を与え、成長

　　を阻害することが考えられ、

　　市場の動向を踏まえた細心の

　　財政運営が求められる。

２．社会保障制度に対する基本的

　　考え方

　持続可能な社会保障制度の構築

は喫緊の課題であり、「給付」を

「重点化・効率化」によって、可

能な限り抑制するとともに、適正

な「負担」を確保する必要がある。

(1) 年金については、「マクロ経

　　済スライドの厳格対応」「支

　　給開始年齢の引き上げ」「高

　　所得高齢者の基礎年金国庫負

　　担相当分の年金給付削減」等、

　　抜本的な施策を実施する。

(2) 医療については、成長分野と

　　位置付け、大胆な規制改革を

　　行う必要がある。給付の急増

　　を抑制するために診療報酬体

　　系を見直すとともに、ジェネ

　　リックの普及率８０％以上を

　　早期に達成する。

(3) 介護保険については、制度の

　　持続性を高めるために、真に

　　介護が必要な者とそうでない

　　者にメリハリをつけ、給付の

　　あり方を見直す。

(4) 生活保護については、給付水

　　準のあり方などを見直すとと

　　もに、不正受給の防止などさ

　　らなる厳格な運用が不可欠で

　　ある。

(5) 少子化対策では、現金給付よ

　　り保育所や学童保育等を整備

　　するなどの現物給付に重点を

　　置くべきである。

(6) 企業の過度な保険料負担を抑

　　え、経済成長を阻害しないよ

　　うな社会保障制度の確立が求

　　められる。

３．行政改革の徹底

　「行革の徹底」には、地方を含

めた政府・議会が「まず隗より始

めよ」の精神に基づいて、自ら身

を削ることが何より必要である。

(1) 国・地方における議員定数の

　　大胆な削減､歳費の抑制。

(2) 厳しい財政状況を踏まえ、

　　国・地方公務員の人員削減と、  

　　能力を重視した賃金体系によ

　　る人件費の抑制。

(3) 特別会計と独立行政法人の無

　　駄の削減。

(4) 積極的な民間活力導入を行い

　　成長につなげる。

４．消費税引き上げに伴う対応措置

　軽減税率は事業者の事務負担が

大きいうえ、税制の簡素化、税務

執行コストおよび税収確保などの

観点から問題が多く、税率１０％

程度までは単一税率が望ましいこ

とを明確にしておきたい。

　税率引き上げに向け、消費税制

度の信頼性と有効性を確保する観

点からも、以下の対応措置が重要

である。

(1) 現在施行されている「消費税

　　転嫁対策特別措置法」の効果

　　等を検証し、中小企業が適正

　　に価格転嫁できるよう、さら

　　に実効性の高い対策をとるべ

　　きである。

１．法人実効税率について

　ＯＥＣＤ加盟国の法人実効税率

平均は約２５％、アジア主要１０

カ国の平均は約２２％となってお

り、これらと比較すると依然とし

て税率格差が残っている。当面は、

今般の法人実効税率引き下げの効

果等を確認しつつ、将来はさらな

る引き下げも視野に入れる必要が

ある。

２．中小企業の活性化に資する税

　　制措置

(1) 中小法人に適用される軽減税

　　率の特例１５％を時限措置（平

　　成２９年３月３１日まで）で

　　はなく、本則化する。なお、

　　直ちに本則化することが困難

　　な場合は、適用期限を延長す

　　る。また、昭和５６年以来、

　　８００万円以下に据え置かれ

　　ている軽減税率の適用所得金

　　額を、少なくとも１，６００万

　　円程度に引き上げる。

(2) 租税特別措置については、税

　　の公平性・簡素化の観点から、

　　政策目的を達したものや適用

　　件数の少ないものは廃止を含

　　めて整理合理化を行う必要は

　　あるが、中小企業の技術革新

　　など経済活性化に資する措置

　　は、以下のとおり制度を拡充

　　し、本則化すべきである。な

　　お、中小企業投資促進税制の

　　適用期限が平成２９年３月３１

　　日までとなっていることから、

　　直ちに本則化することが困難

　　な場合は、適用期限を延長す

　　る。

　　①中小企業投資促進税制につ

　　　いては、対象設備を拡充し

　　　たうえ、「中古設備」を含

　　　める。

　　②少額減価償却資産の取得価

　　　額の損金算入の特例につい

　　　ては、損金算入額の上限（合

　　　計３００万円）を撤廃する。

(2) 消費税の滞納防止は、税率の

　　引き上げに伴ってより重要な

　　課題となる。消費税の制度、

　　執行面においてさらなる対策

　　を講じる必要がある。

(3) 中小法人課税について、適用

　　される中小法人の範囲（現行

　　　資本金１億円以下）を見直

　　すことが検討されているが、

　　資本金以外の「他の指標（例

　　えば、所得金額や売上高）」を

　　使用した場合、毎年度金額が

　　変動する、業種や企業規模に

　　よってそれぞれ指標を定める

　　必要がある等、経営面で混乱

　　が生じることが予想される。

　　このため、中小企業の活力増

　　大と成長の促進に資する観点

　　からも慎重に検討すべきであ

　　る。

３．事業承継税制の拡充

　我が国企業の大半を占める中小

企業は、地域経済の活性化や雇用

の確保などに大きく貢献しており、

経済社会を支える基盤ともいえる

存在である。その中小企業が相続

税の負担等により事業が継承でき

なくなれば、我が国経済社会の根

(1) 地方創生では、さらなる税制

　　上の施策による本社機能移転

　　の促進、地元の特性に根差し

　　た技術の活用、地元大学との

　　連携などによる技術集積づく

　　りや人材育成等、実効性のあ

　　る改革を大胆に行う必要があ

　　る。

(2) 広域行政による効率化の観点

　　から道州制の導入について検

　　討すべきである。基礎自治体

　　（人口３０万人程度）の拡充

　　を図るため、さらなる市町村

　　合併を推進し、合併メリット

　　を追求する必要がある。

(3) 地方においても、それぞれ行

　　財政改革を行うために、民間

　　のチェック機能を活かした「事

　　業仕分け」のような手法を広

　　く導入すべきである。

幹が揺らぐことになる。

(1) 事業用資産を一般資産と切り

　　離した本格的な事業承継税制

　　の創設事業に資する相続につ

　　いては、事業従事を条件とし

　　て他の一般財産と切り離し、

　　非上場株式を含めて事業用資

　　産への課税を軽減あるいは控

　　除する、欧州並みの本格的な

　　事業承継税制の創設が求めら

　　れる。

(2) 相続税、贈与税の納税猶予制

　　度について要件緩和と充実

　　①株式総数上限（３分の２）

　　　の撤廃と相続税の納税猶予

　　　割合（８０％）を１００％

　　　に引き上げる。

　　②死亡時まで株式を所有しな

　　　いと猶予税額が免除されな

　　　い制度を、５年経過時点で

　　　免除する制度に改める。

　　③対象会社規模を拡大する。

(3) 親族外への事業承継に対する

　　措置の充実。

(4) 取引相場のない株式の評価の

　　見直し円滑な事業承継に資す

　　る観点から、比較対象となる

　　上場株式の株価のあり方や比

　　準要素のあり方を見直すこと

　　が必要である。

(4) 地方公務員給与は、国家公務

　　員給与と比べたラスパイレス

　　指数（全国平均ベース）が是

　　正されつつあるものの、依然

　　としてその水準は高く、適正

　　水準に是正する必要がある。

　　そのため、国家公務員に準拠

　　するだけでなく、地域の民間

　　企業の実態に準拠した給与体

　　系に見直すことが重要である。

(5) 地方議会は、大胆にスリム化

　　するとともに、より納税者の

　　視点に立って行政に対するチェ

　　ック機能を果たすべきである。

　　また、高すぎる議員報酬の一

　　層の削減と政務活動費の適正

　　化を求める。行政委員会委員

　　の報酬についても日当制を広

　　く導入するなど見直すべきで

　　ある。

経済活性化と中小企業対策Ⅱ

地方のあり方Ⅲ

税・財政改革のあり方Ⅰ

　法人会は来年度の税制

改正に望む提言をまとめ

ました。

　法人会の税制改正提言

は、全国の中小企業の真

摯なる声として、政府・

国会に届き、毎年、多く

の改正の実現をみてきて

います。今回の税制提言

を要約掲載いたします。

経済の再生と財政健全化を目指し、

歳出・歳入の一体的改革を！

経済の再生と財政健全化を目指し、
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経済の再生と財政健全化を目指し、

歳出・歳入の一体的改革を！
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